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※※※※ 調停は調停委員会(調停小委員会)が行います。

※※※※

※※※※

⑧⑧⑧⑧

⑨⑨⑨⑨

⑩⑩⑩⑩

※※※※

※※※※ 調停の手続は，公開しません。

※工事着手延期等の勧告

解決の見込みなし

○○○○調停調停調停調停
⑥調停の申出

⑤あっせん打切り

⑦調停開始

①①①①あっせんあっせんあっせんあっせん・・・・調停調停調停調停のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる「「「「開発事業等開発事業等開発事業等開発事業等にににに係係係係るるるる紛争紛争紛争紛争」」」」：：：：
　◆「開発事業」により設置される擁壁が周辺の環境に及ぼす影響に関する「近隣住民等」と「事業者」との間の紛争
　◆「中高層建築物の建築」に伴って生じる日照若しくは通風の阻害又はテレビジョン放送の電波の受信障害が周辺
の環境に及ぼす影響に関する「近隣住民等」と「事業者」との間の紛争
　◆「開発事業等」に係る工事に伴って生じる騒音，振動又は塵埃が周辺の環境に及ぼす影響に関する「近隣住民
等」と「事業者等」との間の紛争
（上記のもののほか，「構想」又は「計画」に関する紛争であって，「開発事業等」が周辺の環境に及ぼす影響に関する「近隣住民等」と「事業者等」との間の
もののうち，市長が特に解決の必要があると認めるもの）

紛争当事者双方から申出

　工事着手前

紛争当事者双方から申出

※報告の徴取等

解決

あっせん開始通知書

あっせん打切通知書

近隣住民等と事業者等は，「開発事業等に係る
紛争」が生じたときは，相互の立場を尊重し，互
譲の精神をもって，自主的自主的自主的自主的にににに解決解決解決解決するよう努め
なければなりません。

紛争当事者の自主的な努力によっても解決に至
らない場合， 紛争当事者の双方双方双方双方からからからからあっせんの
申出申出申出申出があったときは，市長は，あっせんを行いま
す。あっせんの申出は，開発事業等の工事工事工事工事のののの着着着着
手前手前手前手前に行わなければなりません。

調停開始通知書

⑧調停案の受諾勧告

※報告の徴取等

※工事着手延期等の勧告

調停委員
会へ付託

○○○○自主的解決自主的解決自主的解決自主的解決のののの努力努力努力努力

②自主的解決の努力

①紛争の発生

解決

○○○○あっせんあっせんあっせんあっせん

解決に至らず

　工事着手前

④あっせん開始③あっせんの申出

　　　　開発事業等開発事業等開発事業等開発事業等にににに係係係係るるるる紛争紛争紛争紛争のののの調整調整調整調整にににに関関関関するするするする手続手続手続手続（（（（あっせんあっせんあっせんあっせん・・・・調停調停調停調停））））

手続手続手続手続ののののポイントポイントポイントポイント近隣住民等近隣住民等近隣住民等近隣住民等
(=(=(=(=近隣住民近隣住民近隣住民近隣住民・・・・周辺住民周辺住民周辺住民周辺住民))))

事業者等事業者等事業者等事業者等
(=(=(=(=事業者事業者事業者事業者・・・・工事施行者工事施行者工事施行者工事施行者・・・・工事施工事施工事施工事施

工者工者工者工者))))
柏柏柏柏　　　　　　　　市市市市

調停打切通知書

⑩調停打切り

調停打切りとみなされる

他の民事紛争解決手段

調停小委員会調停小委員会調停小委員会調停小委員会

⑨受諾期日までに紛争当事者双方
から調停案受諾の申出なし

解決

解決の見込みなし

⑨受諾期日までに紛争当事者双方
から調停案受諾の申出あり

市長は，紛争当事者に対し「あっせん開始通知書」によりあっせ
んを行うことを通知します

市長は，あっせんを行うため必要があると認めるときは，事業者
等に対し，開発事業等の工事の着手の延期又は工事の停止を
勧告することができます。

市長は，あっせんを行うため必要があると認めるときは，紛争当
事者に対し，紛争の状況に関する報告若しくは資料の提出を求
め，又は職員に質問をさせることができます。

市長は，あっせんによっては紛争の解決解決解決解決のののの見込見込見込見込
みがないみがないみがないみがないと認めるときは，あっせんをあっせんをあっせんをあっせんを打打打打ちちちち切切切切るるるるこ
とができます。
市長は，あっせんを打ち切ったときは，紛争当事者に対し「あっ
せん打切通知書」により，その旨を通知します。

市長は，あっせんを行うときは，紛争当事者双方
の主張の要点を確かめ，あっせんに係る紛争が
公正に解決されるよう努めます。
あっせんの手続は，公開しません。

あっせんのあっせんのあっせんのあっせんの打切打切打切打切りりりり後後後後，紛争当事者の双方双方双方双方からからからから，
調停の申出申出申出申出があった場合において，必要必要必要必要があるがあるがあるがある
とととと認認認認めるときめるときめるときめるときは，市長は，調停を行います。調停
の申出は，開発事業等の工事工事工事工事のののの着手前着手前着手前着手前に行わ
なければなりません。
市長は，紛争当事者に対し「調停開始通知書」により調停を行う
ことを通知します。

調停小委員会は，調停を打ち切ったとき又は調停が打ち切られ
たものとみなされたときは，紛争当事者に対し，その旨を通知し
ます。

受諾期限までに紛争当事者の双方から調停案
を受諾受諾受諾受諾するするするする旨旨旨旨のののの申出申出申出申出がないがないがないがないときは，調停調停調停調停はははは打打打打ちちちち
切切切切られたものとみなされられたものとみなされられたものとみなされられたものとみなされます。

調停小委員会は，調停によっては紛争の解決解決解決解決のののの
見込見込見込見込みがないみがないみがないみがないと認めるときは，調停調停調停調停をををを打打打打ちちちち切切切切るるるる
ことができます。

調停小委員会は，調停を行うため必要があると認めるときは，
事業者等に対し，期間を定めて，開発事業等の工事の着手の延
期又は工事の停止を勧告することができます。

調停小委員会は，調停を行うため必要があると認めるときは，
紛争当事者に対し，その出頭を求めて意見若しくは説明を聴き，
又は資料の提出を求めることができます。

調停小委員会は，必要があると認めるときは，
調停案調停案調停案調停案を作成し，紛争当事者に対し，期限を定
めて，その受諾受諾受諾受諾をををを勧告勧告勧告勧告することができます。


